
化学兵器禁止条約に基づく査察の概要

化学兵器禁止条約に基づく現地査察1.
現地査察とは、締約国が条約上の義務を履行していることを国際機関（ 技術OPCW

事務局）が確認するために行うもので、①化学兵器、化学兵器生産施設等の廃棄等を確

認するためのものと、②防護、工業、医療等条約によって禁止されていない目的のため

の活動が申告通りに行われていること（化学兵器への転用等の条約違反が行われていな

いこと）を検証するためのものがある。②のうち、民生用にも供される一定の化学物質

を取り扱う産業等の施設に対して行われるものを一般に「産業査察」という。

またこの他に、条約違反の可能性についての疑義又は懸念がある場合に、他の締約国

からの申立てにより行われる査察や、化学兵器の使用の疑いのある場合に行われる査察

がある。

産業査察の流れ2.

査察通告
↓ 時間以内1

査察通告受理の事務局への通報
↓ 表 剤： 時間以上2 48

査察団の入国 表 剤： 時間以上3 120
↓ ： 時間以上DOC/PSF 120

査察団の装備・機器の検査 時間以内12
↓

査察団の事業所への到着
↓

査察前説明（事業所概要等につき説明） 時間以内3
↓

現地査察
↓ 表 剤： 時間以内2 96

施設協定案の作成（表 剤） 表 剤： 時間以内2 3 24
↓ ： 時間以内DOC/PSF 24

査察の終了
↓ 時間以内24

暫定報告書の作成
↓

査察団の装備・機器の検査
↓

査察団の出国
↓

最終報告書の策定
↓

事務局からの査察完了通知


